
を設け， 以来 7 年 8 箇月すなわち14 ・ 3 ・ 3 1に至るまでこれが委託

みなみまんし

経営の任に当った。

イ 吉長鉄道吉u. 長春開 127 .7 km は明治 43 ・ 4 起工，大

正 1 ・ 10 lJfli並，日中間に締結された吉長鉄道ILl-款契約にもとづき ，

大正 7 ・ 1 ・ l 中国政府よ りこの鉄道の経営がi筒鉄に委託され，昭

和1 6 年満州事変後満州国に接収されるまで， 委託経営がつづい

た。

3 受難|時期(大正 9-昭和 6 年)

(1) 酎U JYJ(大正 9 -15 年) 欧州大戦中の好公気に乗じて

鉱大された社業に備え，大正 9 ・ 4 資本金を 4.4億円に的資した。

しかるに欧州大戦による日本経済の好況も大正 8 年頃から漸次

恕化の徴候が現われ，大正 9 ・ 3 に入るや， にわかに生産恐慌に襲

われ， その後， 年とともに悪化，ことに昭和 2 ・ 4 の金融恐慌は

わが経済界を混乱に陥し入れた。わが国の経済界は以上のよう

なm況であったので，満鉄の事業が不振となり ， したがってこ

の期間は主として既設事業の整問廃合に終始し， 事業の新設を

行わなかった。すなわち大正 13 年ガス ， E農業事業を， 悶 15 ・ 6

電気事業， ついで昭和1 3 ・ 1 旅館事業をいずれも独立企業に分縦

し，また l!Jj �'ﾉl 44 年以来投資してきた外国航路用ならびに港内用

船舶を， IIß和 3 年に港消施設中に編入盤理した。他方中国政府

との契約にもとづき四挑，挑昂， 吉教の 3 借款鉄道の建設，満

蒙 5 鉄道に|刻するとりきめ， 敦図 ， 長大， 延海，挑索の 4 鉄道

の建設契約を結ぶ等中国の鉄道建設に協力した。

(2) 後 期(昭和 2-6 年) 前期の整理緊縮の後をうけて，

本JYJにおいては， ややtZt駆的な活動が見られるようになった。

すなわち直i君事業では昭和 3 ・ 4 燦順炭坑製ìrlJ工場ならびに鞍山

製鉄所に付属する i肥料工場の建設に若手(前者はのちの製油工

場 ， 1:走者は満州化学工業妹式会社の前身)，他方炭坑製i!l日!.業に

伴なう油母頁岩処FJlの副産物である粗鍛(そろう)精製のため日

本精級会社を ， 粘土事業統制上復州鉱業会社を， さらに鉄道の十l

持事業として遼東ホテノレ，登議閣を，あるいは日満経済の融合と

満鉄援D1Jをはかる目的のもとに日満倉庫， 阪事1 1築港会社を自ら

新設またはその設立に参加し， またのちの昭和製鋼所の基礎を

確立したのもこの時期lであった。しかし当時満州に台頭した東

北政権が大正 13 年の率館協定の締結によって東支鉄道の利権

回収に成功以来， 余勢を駆ってわが国の在満利憶の回収を企て，

とくに満鉄包囲政策を実施して， これに圧迫を加え，経済的に

柿死させようとするに至った。中国側の対日!惑flatは強{乍寂の横

死以後いよいよ恕化し， 満州における排日運動は当時の世界思

潮に彩豊揮された民族主義運動と結びついて強大となり，一時満

鉄の続賞があやぶまれるほど， 基幹事業はじめ関係事業は弱化

するに至った。

4 満州事変以後

IIJ:\和 6 ・ 9 満州事変のぼっ発によって満州の政怖が一変した。

すなわちJ\[j 平~] 7 ・ 3 満州国が成立し， わが国の対満国策は一大転

換を見ることとなり ì背欽はその全能力を挙げて国策遂行に呼

応し， その災質的指滋あるいは突行機関として重きをなした。

罪者鉄は|司 8 ・ 2 満州国政府より同国国有鉄道ならびに付時事業

の経営と新規事業の建設運営を， ついで同年 9 月北鮮の一部国

有鉄道および付制事業の経営を委託され， さらに新事業の建設

巡営をも引受けた。満鉄はす「情勢に応ずるため同年 3 月資本金

を 8 億円にi的資 し，社内にこれら事業の関係機関を新設拡充し

て，新事業の運営と満蒙開発の新使命達成に逃憾なきをJYJ した。

その後IIß利 12 ・ 7 目撃事変が始まり，同年 12 月日本の対尚治

外法権の撤廃による満鉄地方行政権ならびに事業の移譲， 問

13 ・ 3満州軍工業開発会社の設立に伴なう満鉄所管室工業部門の
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譲渡，あるいはこれにつづいて満鉄所管の勧業 ・ 試験研究惨劇

の移管等が行われた。同 14 ・ 9 欧州戦争が爆発するにおよんで，

目撃事変とともに戦争は世界的規模に広大されることとなり ，

満鉄はその投資ならひ.に事業経営面に画期的な変革を1J If え ， 産

業の開発 ・ 国策事業の建設等に飛躍的な肱援を行うべきことが

要諮されるに至った。そこで昭和 14 ・ 12 資本 6 億円を湖資して

14 億円とし，国家の要請に応ずる体制をととのえた。その後逐

年膨綬する事業施設は前記の株主資本金のみではまかなえず，

社依 26 位、を発行し， 株主資本とともに資金の源泉とした。

満州事変以後の主要事項を挙げる と つまのとおりである。

( 1 ) 経済調査委員会の設置 昭和 7 ・ 12 満州国の政治・経済建

設に参画する意図の下に， 満鉄本社調査課を中心に経済調査委

員会を設けた。本委員会は同 11 ・ 10 解消するまで約 4 箇年目満

両国の要望にそい偉大な業絞を残した。

(2) 満州国国有鉄道の委託経営 満鉄は満州国政府との締約

にもとづき， IIH利 8 ・ 2 ・ 9 満州国より阿国国有鉄道および付民事

業の委託経営を引受け，同年 3 ・ 1 事天に鉄路総局を設けこれが

経営に当らしめた。これと同時に新線建設の諮負契約を結び，

本社に鉄道建設局をおき， もっぱら新線建設を掌らしめ， 工事

完成とともにその経営をも受諾することになった。かくて満州

国鉄道の経営は挙げて満欽に委託されるこ とになったので， 満

鉄は鉄道運営話器構を改正し， 一元的統制下に経蛍すベ〈昭和

11 ・ 10 ・ 1 社線 ・ 回線および北鮮線の統合経営際限!として鉄道総

局を奉天に設置した。

鉄道総局は鉄道事業を基本とし， これに付随した旅館・水巡・

港湾および自動平等の営利事業と産業助成 ・ 福祉・公共施設等

の付帯事業を経営した。

務欽に委託された主要満州国鉄道およびその委託経営前とそ

の後の列車道i転回数， ならびにその速度を示すとつぎのとおり

である。
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251.2 2 12 ・ 30 6 ・ 56

112.6 3 4 ・ 30 2 ・ 49

312.3 3 8 ・ 5 6 ・ 50

201.6 3 6 ・ 26 4 ・ 36




